
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
十
月
十
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
十
九
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
七
月
奈
良
県
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
１
の

中
「
費
用
は
、
」
の
下
に
「
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
避
難
所
の
場
合

（三）

は
」
を
、
「
設
置
費
」
の
下
に
「
と
し
、
同
条
第
二
項
の
避
難
所
の
場
合
は
建
物
の
使
用
謝
金
及
び
光

熱
水
費
」
を
加
え
、
同
表
一
の
１
の

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(六)

避
難
所
を
開
設
で
き
る
期
間
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
避
難
所
の
場
合
は
災
害
発

(六)
生
の
日
か
ら
七
日
以
内
と
し
、
同
条
第
二
項
の
避
難
所
の
場
合
は
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
救
助
を
開
始
し
た
日
か
ら
、
災
害
が
発
生
し
な
か
つ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
救

助
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
日
ま
で
、
災
害
発
生
に
よ
り
継
続
し
て
避
難
所
の
供
与
を
行
つ
た

と
き
は
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
を
開
始
し
た
日
ま
で
と
す
る
。

別
表
第
一
の
六
の

中
「
一
か
月
以
内
」
を
「
三
か
月
以
内
（
災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年

(三)

法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
災
害
対
策
本
部
、
同
法
第
二
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
又
は
同
法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急

災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
あ
つ
て
は
、
六
か
月
以
内
）
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の

の
(一)

(1)

中
「
被
災
者
」
の
下
に
「
（
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
救
助
に
あ
つ
て
は
、
避
難
者
）
」
を
加

え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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